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１ 調査の趣旨 

雇用形態の多様化及び産業構造の変化により、東京都においては非正規労働者が雇用者全体

の３割強を占めている。その中でもパートタイマーが半数近くに達しており、勤務時間の長短

を問わず、補助的業務に従事する者から、知識・経験を生かして正規労働者と同様に基幹的な

役割を果たす者まで、多様な担い手が存在している。 

近年、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少を背景として、企業における人手不足が

深刻化しており、パートタイマーの果たす役割はますます重要となっている。 

こうした状況を踏まえ、労働条件の適正化、働きやすい労働環境の整備、職業能力の開発・向

上及び正規労働者への転換促進等の取組を通じて、パートタイマーと正規労働者との間で公正

な待遇を確保していくことが求められている。 

今回の調査は、令和３年度に実施した前回調査との経年比較を行うとともに、パートタイム・

有期雇用労働法並びに同一労働同一賃金ガイドライン等の法制度及び社会情勢の変化が、パー

トタイマーの雇用、処遇の改善等にどのような影響を及ぼしているかについて把握し、労働行

政上の基礎資料とすることを目的とする。 

 

２ 調査の対象 

（１）事業所：都内の常用雇用者数 30人以上の 3,207 事業所 

（２）従業員：調査対象事業所に勤務するパートタイマー2,000 人 

※ 調査対象事業所については、事業所母集団データベース（令和５年次フレーム）を母集団として、島しょ

地域を除く都内全域の常用雇用者数が 30 人以上の民営事業所（46,770 事業所）から無作為抽出した（日

本標準産業分類の大分類「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」に属する事業所を除く。）。

なお、従業員数が 30 人未満であると回答した事業所については本来の調査対象ではないため、集計表に

はそのまま表示したが、報告書文中では原則として言及していない。 

※ 調査対象従業員は、調査対象事業所のうち協力が得られた事業所に勤務するパートタイマーである。 

 

３ 調査の方法 

（１）事業所調査：郵送により調査票を配布し、返信用封筒及びＷＥＢにて回収した。 

（２）従業員調査：協力を得られた事業所に調査票を郵送し（１事業所当たり最大 10 部）、で

きるだけ性別や年齢のバランスが均等になるように現在雇用しているパー

トタイマーに配布するよう依頼した。回答後の調査票は、返信用封筒及び

ＷＥＢにより、事業所を通さずに回収した。 

 

４ 調査の実施時期 

（１）事業所調査：令和７年 9月 10 日に郵送し、10 月 10 日を返信投函締切りとした。 

（２）従業員調査：令和７年 10 月 15 日、22 日、29 日の３回に分けて事業所宛てに郵送し、11

月 14 日を返信投函締切りとした。 

※ いずれの調査も令和７年 10 月１日時点の状況について回答を求めた。 
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５ 調査票の回収状況 

 

 発送数 

(A) 

回収数 

(B) 

有効回答数 

(C) 

回収率 

(B/A) 

有効回答率 

(C/A) 

事業所調査 3,207 991 989 30.9% 30.8% 

従業員調査 2,000 651 651 32.6% 32.6% 

 

※ 全有効回答事業所のうち、パートタイマーを雇用しているのは 591 事業所（59.8％）。 

 

６ 利用上の注意 

（１）定義 

本調査におけるパートタイマー及び他の就業形態の定義は以下のとおり。 

ア パートタイマー 

一般には、正社員より１日の所定労働時間が短いか１週の所定労働日数が少ない者をい

うが、本調査では、当該事業所で「パートタイマー」として処遇されている者（いわゆる

フルタイムパート等）を含む（短時間正社員を含まない。）。 

イ 正社員 

フルタイムで仕事に従事し、雇用期間を定められていない者（短時間正社員を含む。）。 

ウ 契約社員 

フルタイムで仕事に従事し、期間の定めのある契約に基づき直接雇用されている者。 

エ 派遣労働者 

労働者派遣法に基づき、派遣元事業所から派遣されている者。 

 

（２）事業所調査における「パートタイマー比率」 

調査票問２において回答を得た「パートタイマー（有期）」と「パートタイマー（無期）」の

合計数が当該事業所の従業員総数に占める割合。 

 

（３）その他 

ア 「（n=  ）」は回答者数を表す。 

イ 集計表の値は小数第２位を四捨五入しているため、割合の合計が 100％とならない場合

がある。また、複数回答を可とした設問では、選択肢ごとに回答者数（n）に対する割合

を算出しているため、割合の合計が 100％を超える場合がある。 

ウ 文中に用いる「ポイント」とは、パーセントとパーセントとの差を表す。 

エ 回答者数が 10未満の集計結果については、集計表にはそのまま表示したが、報告書文中

では原則として言及していない。  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査結果の概要 
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１ 回答事業所の概要 

（1.1）主要事業内容【事業所調査】 

全有効回答事業所（n=989）に主要事業内容を尋ねると、回答割合の高い順に、「医療、福

祉」（15.2％）、「卸売業、小売業」（14.6％）、「サービス業」（11.2％）、「製造業」（9.5％）、

「情報通信業」（9.4％）、「運輸業、郵便業」（7.6％）、「教育、学習支援業」（6.6％）となっ

た。 

 

 

（1.2）全常用労働者数【事業所調査】 

全有効回答事業所（n=989）に企業全体の全常用労働者数を尋ねると、300 人以下の企業が

67.7％を占めた。 
 

 

 

建設業

6.3%
製造業

9.5%

情報通信業

9.4%

運輸業、郵便業

7.6%

卸売業、小売業

14.6%

金融業、保険業

2.9%
不動産業、物品賃貸業

2.9%

宿泊業、飲食サービス業

3.8%

医療、福祉

15.2%

教育、学習支援業

6.6%

サービス業

11.2%

その他

9.7%

無回答

0.3%

主要事業内容(n=989)

30人以下

7.2%

31～50人

18.8%

51人～100人

21.9%
101人～300人

19.8%

301人～500人

6.0%

501人～1000人

7.4%

1001人以上

18.4%

無回答

0.5%

全常用労働者数(n=989)
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（1.3）事業所規模【事業所調査】 

全有効回答事業所（n=989）に事業所の従業員数を尋

ねると、30 人以上 100 人未満の事業所が 53.3％と半

数以上を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 回答したパートタイマーの概要 

（2.1）性別【従業員調査】 

回答者（n=651）の性別をみると、男性が 19.0％、女

性が 79.7％であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2.2）年齢【従業員調査】 
回答者（n=651）の年齢をみると、50 代

（30.9％）が最も高く、次いで 40 代（17.7％）、

60 歳～64 歳（15.2％）であった。60 代以上が

35.5％、30 代以下が 15.5％であった。 

男女別にみると、男性では、60 代以上が

58.1％を占める。女性では、60 代以上が

30.6％、50 代が 35.6％、40 代が 19.3％、30 代

以下が 14.5％であった。 

 
 

  

10人未満

1.7% 10人以上

30人未満

10.3%

30人以上

100人未満

53.3%

100人以上

300人未満

22.4%

300人以上

10.7%

無回答

1.5%

事業所規模(n=989)

男性

19.0%

女性

79.7%

その他

0.6%

無回答

0.6%

性別(n=651)

10代

0.6%

20代

6.5%
30代

8.4%

40代

17.7%

50代

30.9%

60歳～64歳

15.2%

65歳～69歳

11.4%

70代以上

8.9%

無回答

0.5%

年齢(n=651)
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（2.3）家計の主な担い手【従業員調査】 
回答者（n=651）に家計の主な担い手を尋ねると、「配

偶者」が 52.1％と最も高く、次いで、「あなた（回答者

本人）」（35.2％）、「親」（8.4％）であった。 

男女別にみると、男性では、「あなた（回答者本人）」

が 77.4％と最も高く、次いで、「親」（15.3％）となった。

女性では、「配偶者」が 64.2％と最も高く、次いで、「あ

なた（回答者本人）」（25.6％）となった。 

 
 

 
 

（2.4）自身の就労による収入が家計に占める割合【従業員調査】 
回答者（n=651）に、自分の就労による収入が家

計に占める割合を尋ねると、「０～３割程度」が

47.5％を占めた。一方で、５割以上と回答した割

合は 31.8％であった。 

 
 

 
 

 
 
 
 

（2.5）勤務先事業所の事業内容（業種）【従業員調査】 
回答者（n=651）に勤務先事業所

の事業内容を尋ねると、回答割合の

高い順に、「医療、福祉」（37.3％）、

「教育、学習支援業」（15.1％）、「サ

ービス業」（9.5％）、「卸売業、小売

業」（9.2％）、「製造業」（8.0％）、

「運輸業、郵便業」（6.0％）であっ

た。 

 
 
 
  

あなた

35.2%

配偶者

52.1%

親

8.4%

子

0.3%

兄弟姉妹

0.5%

その他

1.5% 無回答

2.0%

家計の主な担い手(n=651)

0～3割程度

47.5%

3～5割程度

20.1%

5～7割程度

8.4%

7～9割程度

9.2%

10割

14.1%

無回答

0.6%

自身の就労による収入が

家計に占める割合(n=651)

建築業

2.0%

製造業

8.0%
情報通信業

1.8%

運輸業、郵便業

6.0%

卸売業、小売業

9.2%

金融業、保険業

0.6%

不動産業、

物品賃貸業

1.4%
宿泊業、

飲食サービス業

2.9%

医療、福祉

37.3%

教育、

学習支援業

15.1%

サービス業

9.5%

その他

4.0%
無回答

2.2%

勤務先事業所の事業内容(n=651)
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（2.6）業務内容（職種）【従業員調査】 
回答者（n=651）に現在の仕事の業務内容

を尋ねると、「事務的業務」が 27.0％と最も

高く、次いで、「専門的・技術的業務」

（25.2％）、「サービス業務」（20.6％）であ

った。 

男女別にみると、男性では、「サービス業

務」が 20.2％と最も高く、次いで、「専門的・

技術的業務」（18.5％）、「運搬・清掃・包装

等業務」（16.9％）と続いた。女性では、「事

務的業務」が 30.4％と最も高く、次いで、

「専門的・技術的業務」（26.8％）、「サービ

ス業務」（21.0％）と続いた。 

 

 

（2.7）勤続年数【従業員調査】 
回答者（n=651）に現在の仕事の勤続年数を尋ねる

と、５年以上が 54.1％と半数以上を占めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ パートタイマー雇用の動向 

（3.1）パートタイマーの雇用の有無【事業所調査】 

全有効回答事業所（n=989）にパートタイマーを

雇用しているかを尋ねると、「はい」が 59.8％、

「いいえ」が 40.2％となった。 

パートタイマーを雇用している事業所の割合

は、前回調査の 59.8％と同様の結果となった。 

   
はい

59.8%

いいえ

40.2%

無回答

0.0%

パートタイマーの雇用有無(n=989)

6か月未満

3.7%
6か月以上

1年未満

7.7%

1年以上

5年未満

30.1%

5年以上

10年未満

19.2%

10年以上

34.9%

無回答

4.5%

勤続年数(n=651)

専門的・

技術的業務

25.2%

事務的業務

27.0%

販売業務

5.8%

サービス業務

20.6%

保安業務

0.6%

農林漁業業務

0.0%

生産工程業務

5.8%

輸送・

機械運転業務

2.0%

建設・採掘業務

0.6%

運搬・清掃・

包装等業務

6.6%

管理的業務

0.8%
その他

2.6%

無回答

2.3%

業務内容(n=651)
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（3.2）パートタイマー比率【事業所調査】 

全有効回答事業所（n=989）のパートタイマー比

率（「パートタイマー（有期）」と「パートタイマ

ー（無期）」の合計数が当該事業所の従業員総数に

占める割合）をみると、30％以上の事業所が

27.0％を占めた。 

 
 
 
 
 
 
 

（3.3）パートタイマーの増減【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、過去２年間（令和５年 10 月以降）の

雇用するパートタイマーの人数の変化を尋ねると、「ほとんど変化していない」が 63.1％と

最も高かった。「減少傾向にある」が 14.6％、「増加傾向にある」が 19.8％であり、増加傾

向の方が 5.2 ポイント高くなった。 

前回調査と比較すると、「減少傾向にある」が 6.4 ポイント低くなり、「増加傾向にある」

が 2.9 ポイント高くなった。 

 

  

19.8%

16.9%

63.1%

60.7%

14.6%

21.0%

0.3%

0.4%

2.2%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度(n=591)

令和３年度

(前回調査)(n=514)

過去２年間のパートタイマーの増減
増加傾向にある ほとんど変化していない 減少傾向にある その他 無回答

0％

22.4%

0％超

10％未満

19.3%

10％以上30％未満

13.8%

30％以上

50％未満

10.5%

50％以上

16.5%

無回答

17.5%

パートタイマー比率(n=989)
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66.3%

43.5%

44.7%

29.9%

4.1%

1.7%

0.3%

67.3%

44.4%

42.4%

29.0%

4.5%

1.9%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

正社員の補助として活用している

正社員等とともに基幹的な従業員として

活用している

単純作業等の労働力として活用している

専門知識・技術が必要な場合の労働力

として活用している

店長やリーダーなど管理的職務を担う

従業員として活用している

その他

無回答

パートタイマーの活用状況【複数回答】

令和７年度(n=591)
令和３年度(前回調査)(n=514)

（3.4）パートタイマーを雇用している理由【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）にその理由（複数回答）を尋ねると、「簡

単な仕事内容のため」が 42.3％と最も高く、次いで、「正社員の確保が困難なため」（40.6％）、

「知識・経験・技能のある人材を採用するため」（35.9％）、「繁忙時間帯または季節的繁忙

に対応するため」（31.6％）、「賃金コストが低いため」（31.1％）となった。 

前回調査と比較すると、「正社員の確保が困難なため」が 8.3 ポイント高くなり、「繁忙

時間帯または季節的繁忙に対応するため」が 8.7 ポイント低くなった。 

 
（3.5）パートタイマーの活用状況【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、パートタイマーをどのように活用して

いるか（複数回答）を尋ねると、「正社員の補助として活用している」が 66.3％と最も高く、

次いで、「単純作業等の労働力として活用している」（44.7％）、「正社員等とともに基幹的

な従業員として活用している」（43.5％）となった。前回調査と同等の結果となった。 

 

  

42.3%

31.1%

31.6%

19.3%

40.6%

16.9%

23.4%

5.8%

35.9%

11.3%

0.2%

37.2%

35.8%

40.3%

18.5%

32.3%

17.7%

22.0%

9.5%

32.3%

13.6%

1.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

簡単な仕事内容のため

賃金コストが低いため

繁忙時間帯又は季節的繁忙に対応する

ため

早朝深夜などの時間帯に対応するため

正社員の確保が困難なため

雇用調整が容易なため

定年退職者を再雇用するため

中途退職した正社員を再雇用するため

知識・経験・技能のある人材を採用す

るため

その他

無回答

パートタイマーを雇用している理由【複数回答】

令和７年度(n=591)

令和３年度(前回調査)(n=514)
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４ パートタイマーの賃金 

（4.1）賃金額の決定基準【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、パートタイマーの賃金額の決定に際し

て考慮したもの（複数回答）を尋ねると、「職務の内容（業務の内容及び責任の程度）」が 66.3％

と最も高く、次いで、「パートタイマーの能力・経験」（55.8％）、「最低賃金」（50.4％）とな

った。 

前回調査とおおむね同等の結果となったが、「正社員の賃金水準とのバランス」は 3.9 ポイ

ント増加した。 

   

66.3%

55.8%

27.6%

17.8%

20.8%

50.4%

25.2%

14.2%

3.0%

7.4%

2.7%

1.4%

66.3%

58.4%

29.4%

16.9%

16.9%

50.8%

23.7%

12.3%

1.9%

8.6%

2.9%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

職務の内容（業務の内容及び責任の程度）

パートタイマーの能力・経験

勤務年数

職務の成果

正社員の賃金水準とのバランス

最低賃金

同業他社の賃金水準、周辺地域の賃金水準

事業所の業績や財務・経営状況

従業員や労働組合の意見

当事業所には賃金決定権限がない

その他

無回答

賃金額の決定基準【複数回答】

令和７年度(n=591)

令和３年度(前回調査)(n=514)
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（4.2）時間給額（令和７年 10 月１日時点）【従業員調査】 

給与形態が「時間給」であると回答したパートタイマー（n=513）に時間給額を尋ねると、

「1,227 円以上 1,400 円未満」が 51.7％と半数を占めた。平均値は 1,421 円であり、前回調

査（1,262 円）から 159 円増加した。なお、本調査の基準日は令和 7 年 10 月 1 日であるが、

東京都最低賃金は、令和 3 年度（2021 年 10 月 1日）の 1,041 円から令和 7年度（2025 年 10

月 3 日）には 1,226 円へと引き上げられ、185 円増加した。 

 
（4.3）年収【従業員調査】 

回答者（n=651）に年収を尋ねると、130 万円以下が 37.3％を占めた。 

 

8.3%

14.7%

9.2%

5.1%

5.1%

19.8%

23.8%

10.3%

3.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

80万円以下

81万円以上103万円以下

104万円以上123万円以下

124万円以上130万円以下

131万円以上150万円以下

151万円以上200万円以下

201万円以上300万円以下

301万円以上

無回答

年収(n=651)

1.6%

0.4%

9.6%

6.2%

51.7%

13.3%

10.9%

6.0%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1,162円以下

1,163円

1,164円以上1,226円未満

1,226円

1,227円以上1,400円未満

1,400円以上1,600円未満

1,600円以上2,000円未満

2,000円以上

無回答

時間給(n=513)
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（4.4）賞与【従業員調査】 

回答者（n=651）に賞与の有無を尋ねると、「ある」が 42.1％、「ない」が 50.1％であった。 

前回調査と比較して、ほぼ同等の値であった。 

賞与が「ある」と回答したパートタイマー（n=274）に、今年の夏季賞与額を尋ねると、５

万円未満は 47.4％であった。平均値は 7.28 万円であり、前回調査（5.97 万円）よりも高く

なった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4.5）昇給【従業員調査】 

回答者（n=651）に昇給の有無を尋ねると、「ある」が 41.2％、「ない」が 40.9％であった。

前回調査（32.4％）と比較すると、「ある」は 8.8 ポイント高かった。 

さらに、昇給が「ある」と回答したパートタイマー（n=268）に、今年の昇給額（時給換算）

を尋ねると、「40 円以上 60 円未満」が 22.8％、「20 円未満」が 17.9％、「20 円以上 40 円未

満」、「100 円以上」がそれぞれ 12.7％であった。平均値は 49.4 円であり、前回調査（28.9 円）

から 20.5 円上がった。 

  

ある

42.1%

ない

50.1%

わからない

7.2%

無回答

0.6%

賞与の有無(n=651)

ある

41.2%

ない

40.9%

わからない

15.7%

無回答

2.3%

昇給の有無(n=651)

0円

4.9%

20円未満

17.9%

20円以上

40円未満

12.7%

40円以上

60円未満

22.8%

60円以上

80円未満

11.2%

80円以上

100円未満

3.7%

100円以上

12.7%

無回答

14.2%

今年の昇給額(n=268)

1万円未満

3.3%

1万円以上

5万円未満

44.2%
5万円以上

10万円未満

24.5%

10万円以上

20万円未満

13.9%

20万円以上

8.8%

無回答

5.5%

今年の夏季賞与額(n=274)
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50.3%

12.2%

95.1%

3.7%

13.9%

9.0%

3.9%

34.9%

62.6%

53.6%

41.3%

41.1%

74.1%

2.7%

11.2%

75.3%

59.1%

53.0%

22.3%

34.0%

32.8%

22.8%

0.7%

0.0%

0.0%

1.0%

0.2%

0.0%

0.2%

0.5%

0.0%

0.0%

0.2%

6.9%

12.5%

1.7%

82.9%

9.8%

30.8%

41.6%

39.9%

2.4%

12.0%

34.2%

1.0%

1.2%

0.5%

1.2%

0.8%

1.2%

1.4%

2.4%

1.0%

1.5%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定期的な昇給制度

退職金

通勤手当

皆勤・精勤手当

役職手当

家族手当・扶養手当

住宅手当

休業手当

慶弔休暇

病気休職

教育訓練制度

制度又は支給の有無

正社員・パートともにある 正社員のみある パートのみある 正社員・パートともにない 無回答

５ 雇用形態による待遇差の実態 

（5.1）正社員とパートタイマーの処遇の違い【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、正社員とパートタイマーの処遇の違い

を明らかにするために各種の制度や手当の有無を尋ねると、下図のとおりとなった。「定期的

な昇給制度」、「通勤手当」、「慶弔休暇」及び「病気休職」は、「正社員・パートともにある」

が半数を超えているが、「退職金」、「役職手当」、「家族手当・扶養手当」及び「住宅手当」は、

「正社員のみある」が半数を超えた。 
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正社員とパートタイマーの双方に制度や手当が「ある」と回答した事業所に、その制度の

内容に差があるかを尋ねると、下図のとおりとなった。「定期的な昇給制度」と「退職金」に

ついては、正社員とパートタイマーとの間で制度・支給の内容に差が「ある」が高かった。

一方で、各種の手当（「退職金」を除く）や休暇・休職制度については、正社員とパートタイ

マーとの間で制度・支給の内容に差が「ない」が高かった。 

 
 

６ 処遇改善に向けた動き 

（6.1.1）パートタイム・有期雇用労働法等の認知度【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所

（n=591）に、パートタイム・有期雇用労働法

や「同一労働同一賃金ガイドライン」の内容

を知っているかを尋ねると、「知っている」が

60.2％と最も高く、次いで、「知っているが、

詳しい内容は知らない」（33.5％）となった。  

75.1%

72.2%

17.8%

27.3%

45.1%

30.2%

17.4%

23.8%

26.5%

29.7%

34.0%

20.9%

25.0%

79.5%

68.2%

48.8%

66.0%

78.3%

71.8%

71.9%

67.8%

65.6%

4.0%

2.8%

2.7%

4.5%

6.1%

3.8%

4.3%

4.4%

1.6%

2.5%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定期的な昇給制度

(n=297)

退職金(n=72)

通勤手当(n=562)

皆勤・精勤手当

(n=22)

役職手当(n=82)

家族手当・扶養手当

(n=53)

住宅手当(n=23)

休業手当(n=206)

慶弔休暇(n=370)

病気休職(n=317)

教育訓練制度

(n=244)

正社員とパートとの制度・支給の内容の差

ある ない 無回答

知っている

60.2%

知っているが、

詳しい内容は

知らない

33.5%

知らない

5.8%
無回答

0.5%

パートタイム・有期雇用労働法等の認知度(n=591)
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（6.1.2）パートタイム・有期雇用労働法の認知度【従業員調査】 

回答者（n=651）に、新たに施行された

パートタイム・有期雇用労働法の内容を

知っているかを尋ねると、「知っている」

は 17.1％、「知っているが、詳しい内容は

知らない」が45.9％、「知らない」が37.0％

であった。「知っている」と「知っている

が、詳しい内容は知らない」を合わせると

63.0％であった。 

※ パートタイム・有期雇用労働法及び「同一労働

同一賃金ガイドライン」は、大企業では令和２年

４月１日から、中小企業では令和３年４月１日

から施行されている。  
 

 
 
 
（6.2）不合理な待遇差をなくすための取り組みの実施状況【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、直近５年間に正社員とパートタイマー

との間の不合理な待遇差をなくすための取り組みを実施したかを尋ねると、「不合理な待遇差

がないことを確認したので、実施していない」が 48.1％と最も高かった。 

次いで、「実施した」が 30.6％であり、「実施する予定である」（4.6％）と合わせると 35.2％

であった。「実施していない」は 15.7％であった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

実施した

30.6%

実施する予定

である

4.6%

不合理な待遇差が

ないことを

確認したので、

実施していない

48.1%

実施していない

15.7%

無回答

1.0%

不合理な待遇差を無くすための取り組みの実施状況

(n=591)

知っている

17.1%

知っているが、詳しい

内容は知らない

45.9%

知らない

37.0%

無回答

0.0%

パートタイム・有期雇用労働法の認知度

(n=651)
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（6.3）不合理な待遇差をなくすための具体的な取り組み【事業所調査】 

正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくすための取り組みを「実施した」

又は「実施する予定である」事業所（n=208）に、実施済み又は実施予定の具体的な取り組み

を尋ねると、「実施した」と「実施予定」の合計が最も高いのは「基本給の引き上げ・算定方

法の変更」（56.3％）であり、次いで、「正社員定年後の継続雇用パートタイマーの導入」

（46.2％）、「正社員への転換制度の導入・見直し」（41.8％）、「休暇制度の見直し」（41.3％）

となった。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

49.0%

28.8%

13.0%

10.6%

5.3%

1.4%

17.3%

4.3%

5.3%

10.6%

3.4%

33.7%

16.3%

12.5%

26.0%

26.0%

15.9%

34.6%

37.5%

7.2%

9.6%

12.0%

10.6%

11.5%

12.5%

6.7%

11.5%

10.6%

9.6%

9.6%

7.7%

8.2%

8.7%

10.6%

7.7%

9.6%

7.2%

8.7%

計56.3%

計38.5%

計25.0%

計21.2%

計16.8%

計13.9%

計24.0%

計15.9%

計15.9%

計20.2%

計13.0%

計41.3%

計24.5%

計21.2%

計36.5%

計33.7%

計25.5%

計41.8%

計46.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

① 基本給の引き上げ・算定方法の変更

② 昇給制度の導入・改定

③ 賞与の支給対象の拡大

④ 賞与の引き上げ

⑤ 退職金の支給対象の拡大

⑥ 退職金の引き上げ

⑦ 通勤手当の支給対象の拡大

⑧ 皆勤・精勤手当の支給対象の拡大

⑨ 役職手当の支給対象の拡大

⑩ 家族・扶養手当の支給対象の拡大

⑪ 住宅手当の支給対象の拡大

⑫ 休暇制度の見直し

⑬ 休職制度の見直し

⑭ 教育訓練制度の見直し

⑮ 職務内容の分離・職務内容や責任の明確化

⑯ 待遇差に関する根拠の明確化

⑰ 職務評価・職務分析の実施

⑱ 正社員への転換制度の導入・見直し

⑲ 正社員定年後の継続雇用パートタイマーの導入

不合理な待遇差をなくすための具体的な取り組み(n=208)

実施した 実施予定
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（6.4）パートタイマーの処遇改善に関する実感【従業員調査】 

回答者（n=651）に、この４年の間にパートタイマーの処遇が改善されたと思うかを尋ねる

と、「少し改善した」が 32.6％と最も高く、次いで、「改善していない」（29.0％）、「分からな

い」（28.9％）であった。「改善した」と「少し改善した」を合わせると 40.7％であった。前

回調査と比較すると、「少し改善した」が 4.6 ポイント高くなった。 

 

 

（6.5）改善したと感じている点【従業員調査】 

この４年の間にパートタイマーの処遇が「改善した」又は「少し改善した」と回答したパ

ートタイマー（n=265）に、どのような点で処遇が改善されたと感じているか（複数回答）を

尋ねると、「基本給」が 72.5％と最も高く、次いで、「休暇制度」（22.6％）、「賞与」（14.7％）、

「手当の支給（家族手当、住宅手当等）」（7.5％）であった。 

一方、「退職金」や「教育訓練制度」と回答したパートタイマーはごく一部にとどまった。 

 
 

8.1%

8.1%

32.6%

28.0%

29.0%

31.2%

1.4%

1.6%

28.9%

29.7%

0.0%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度(n=651)

令和３年度

(前回調査)(n=558)

パートタイマーの処遇改善に関する実感

改善した 少し改善した 改善していない 悪化した 分からない 無回答

72.5%

14.7%

1.1%

7.5%

22.6%

3.4%

6.0%

1.1%

4.9%

2.6%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

基本給

賞与

退職金

手当の支給

（家族手当、住宅手当等）

休暇制度

休職制度

福利厚生

教育訓練制度

正社員への転換制度

その他

無回答

改善したと感じている点【複数回答】(n=265)
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（6.6）不合理な待遇の差があると感じる点【従業員調査】 

回答者（n=651）に、正社員との間に不合理な待遇の差があると感じる点（複数回答）を尋

ねると、何らかの不合理な待遇の差があると回答したパートタイマーが 69.6％であり、「不合

理な待遇の差があるとは思わない」は 28.3％であった。不合理な待遇の差があると感じる点

については、「賞与」が 51.6％と最も高く、次いで、「退職金」（33.8％）、「基本給」（28.3％）

であった。 

 

（6.7）業務の内容及び責任の程度が同じ正社員の有無【従業員調査】 

回答者（n=651）に、職場に業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいるかを尋ねると、

「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいる」が 25.8％、「業務の内容及び責任の程度

が同じ正社員はいない」が 45.9％であった。前回調査と比較すると、「業務の内容及び責任の

程度が同じ正社員がいる」が 3.2 ポイント高くなり、「業務の内容及び責任の程度が同じ正社

員はいない」が 8.2 ポイント低くなった。 

 

  

28.3%

51.6%

33.8%

22.6%

18.7%

8.3%

12.4%

7.8%

4.0%

28.3%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

基本給

賞与

退職金

手当の支給

（家族手当、住宅手当等）

休暇制度

休職制度

福利厚生

教育訓練制度

その他

不合理な待遇の差が

あるとは思わない

無回答

不合理な待遇の差があると感じる点【複数回答】(n=651)

25.8%

22.6%

45.9%

54.1%

27.2%

21.0%

1.1%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度(n=651)

令和３年度

(前回調査)(n=558)

業務の内容及び責任の程度が同じ正社員の有無
業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいる 業務の内容及び責任の程度が同じ正社員はいない

わからない 無回答
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14.7%

64.8%

10.2%

1.4%

9.1%

5.2%

15.2%

60.3%

9.1%

1.6%

12.8%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

有期労働契約での雇用は行わず、

全て無期労働契約により雇用している

有期労働契約で雇用し、通算５年を超える者から

申込みがあれば無期労働契約に転換している

更新回数や勤続年数に上限を設定するなどし、

通算勤続年数が５年以内となるようにしている

クーリング期間を置き、通算期間をリセットしている

その他

無回答

無期転換ルールの運用【複数回答】

令和７年度(n=591)

令和３年度(前回調査)(n=514)

（6.8）賃金水準に対する感じ方（業務の内容及び責任の程度が同じ正社員との比較）【従業員

調査】 

職場に「業務の内容及び責任の程度が同じ

正社員がいる」と回答したパートタイマー

（n=168）に、その正社員と比較して、自分の

賃金水準をどのように感じているかを尋ねる

と、「賃金水準が低く、納得していない」が

50.0％と最も高く、次いで、「賃金水準は低い

が、納得している」が 28.0％、「同等又はそれ

以上の水準である」が 12.5％であった。 

 

 

 

７ パートタイマーと無期転換ルール 

（7.1）無期転換ルールの運用【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、現在雇用しているパートタイマーに対し

て無期転換ルールをどのように運用しているか（複数回答）を尋ねると、「有期労働契約で雇用

し、通算５年を超える者から申込みがあれば無期労働契約に転換している」が64.8％となった。

一方、「有期労働契約での雇用は行わず、全て無期労働契約により雇用している」が 14.7％とな

った。 

前回調査と比較すると、「有期労働契約で雇用し、通算５年を超える者から申込みがあれば無

期労働契約に転換している」が 4.5 ポイント高くなった。 
 

  

同等又はそれ

以上の水準で

ある

12.5%

賃金水準は低

いが、納得し

ている

28.0%

賃金水準

が低く、

納得して

いない

50.0%

わからない

9.5%

無回答

0.0%

賃金水準に対する感じ方(n=168)
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（7.2）無期転換ルールの認知度【従業員調査】 

回答者（n=651）に、労働契約法が定める無期転

換ルールについて知っているかを尋ねると、「知

っている」が 30.7％、「知らない」が 68.8％であ

った。 

「知っている」の割合は、前回調査の 34.4％か

ら 3.7 ポイント減少した。 

 
 
 
 

 

 

 

（7.3）無期労働契約と有期労働契約のどちらが好ましいか【従業員調査】 

回答者（n=651）に、労働契約法が定める無期労

働契約と有期労働契約のどちらが好ましいかを尋

ねると、「有期労働契約」が好ましいが 4.0％、「無

期労働契約」が好ましいが 38.9％、「どちらとも

いえない」が 56.2％であった。 

  

知っている

30.7%

知らない

68.8%

無回答

0.5%

無期転換ルールの認知度(n=651)

有期労働契約

4.0%

無期労働契約

38.9%
どちらとも

いえない

56.2%

無回答

0.9%

無期労働契約と有期労働契約の

どちらが好ましいか(n=651)
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８ テレワークの実施状況 

（8.1）テレワーク制度の適用範囲【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業

所（n=591）に、パートタイマーがテレ

ワーク制度の対象になっているかを尋

ねると、事業所に「テレワーク制度が

ない」が 62.8％と最も高かった。 

次いで、「全パートタイマーが対象に

なっている」が 10.7％、「一部の職種の

パートタイマーのみが対象になってい

る」が 7.8％、「特定のパートタイマー

（育児・介護を担う者など）のみが対

象になっている」が 1.7％であった。合

計すると、パートタイマーを対象とす

るテレワーク制度がある事業所は 20.1％であった。 

一方で、「テレワーク制度はあるが、パートタイマーにはテレワークを認めていない」が

12.2％であった。 

 
（8.2）パートタイマーにテレワークを認めていない理由【事業所調査】 

「テレワーク制度はあるが、パートタイマーにはテレワークを認めていない」と回答した

事業所（n=72）に、その理由を尋ねると、「テレワークによる労務の提供ができないから」が

77.8％と最も高かった。 

「テレワークによる労務の提供ができないから」と回答した事業所（n=56）に、具体的な

業務内容を尋ねると、店舗や窓口での接客、電話対応、医療、出荷、販売、製造、清掃、調

理、介護、保育、検査、荷受け、訪問、倉庫、などであった。 

 
 

 

全パートタイマーが

対象になっている

10.7%

一部の職種のパート

タイマーのみが対象

になっている

7.8%

特定のパートタイマー

（育児・介護を担う者など）

のみが対象になっている

1.7%

テレワーク制度はあるが、

パートタイマーには

テレワークを認めていない

12.2%

テレワーク制度がない

62.8%

その他

4.9%

無回答

0.0%

テレワーク制度の適用範囲(n=591)

77.8%

18.1%

18.1%

4.2%

5.6%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレワークによる労務の提供ができないから

テレワークを実施するための設備が不足して

いるから

個人情報や機密情報を扱う業務であるから

テレワークを認めた場合の職場内コミュニ

ケーションに不安があるから

テレワークを認めた場合の従業員のパフォー

マンスに不安があるから

その他

パートタイマーにテレワークを認めていない理由(n=72)
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９ 仕事に対する意識や感じ方 

（9.1）パートタイマーという働き方を選んだ理由【従業員調査】 

回答者（n=651）に、パートタイマーという働き方を選んだ理由を尋ねたところ、「自分の

都合のよい日や時間に働きたいから」が 47.0％と最も高く、次いで、「家族・家庭の事情に

よる」（30.3％）、「正社員として働くことが体力的に困難だから」（19.8％）、「正社員と

しての適当な仕事が見つからなかったから」（16.3％）、「配偶者等の扶養の範囲内で働き

たいから」（14.3％）、であった。 

前回調査と比較すると、おおむね同様の結果となったが、「配偶者等の扶養の範囲内で働

きたいから」が 5.1 ポイント低くなった。 

 

 

（9.2）正社員への転換希望【従業員調査】 

回答者（n=651）に、正社員への転換を希望するかを尋ねると、「希望する」が 5.1％、「条

件によっては希望する」が 25.5％、「希望しない」が 63.9％であった。前回調査と比較する

と、「希望しない」が 6.0 ポイント高くなった。 

 

30.3%

16.3%

10.3%

7.7%

47.0%

19.8%

14.3%

11.5%

0.5%

33.5%

17.9%

11.1%

8.4%

45.3%

17.4%

19.4%

12.5%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族・家庭の事情による

正社員としての適当な仕事が

見つからなかったから

仕事が比較的簡単だから

正社員に比べ、辞めたい

ときに辞めやすいから

自分の都合のよい日や

時間に働きたいから

正社員として働くことが

体力的に困難だから

配偶者等の扶養の範囲内で

働きたいから

その他

無回答

パートタイマーという働き方を選んだ理由【複数回答】

令和７年度(n=651)

令和３年度(前回調査)(n=558)

5.1%

7.2%

25.5%

27.8%

63.9%

57.9%

4.9%

5.7%

0.6%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度(n=651)

令和３年度

(前回調査)(n=558)

正社員への転換希望

希望する 条件によっては希望する 希望しない わからない 無回答
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（9.3）労働条件等に関する満足度【従業員調査】 

回答者（n=651）に、「賃金水準」、「仕事の内容」、「労働時間」及び「職場の人間関係」の４

項目について、どのように感じているかを尋ねると、「とても満足」と「やや満足」の合計は、

「労働時間」が 70.5％と最も高く、次いで、「職場の人間関係」（63.0％）、「仕事の内容」

（60.8％）、「賃金水準」（36.7％）であった。「賃金水準」については他の項目よりも満足度

が低く、「やや不満」と「かなり不満」の合計は 42.1％であった。 

 

（9.4）パートタイマーを取り巻く環境の変化【従業員調査】 

回答者（n=651）に、「職務の困難さ・高度化」、「業務量・密度」、「責任の度合い」及び「職

場のパート比率」の４項目が変化してきていると感じているかを尋ねた。 

「職場のパート比率」については「変わらない」が 68.5％で、他の項目と比べると「増え

た／高くなった」（18.7％）と「減った／低くなった」（12.0％）の差が小さかった。 

一方で、「職務の困難さ・高度化」、「業務量・密度」及び「責任の度合い」については、「減

った／低くなった」が少ない（2.0％～3.8％）が、25.2％～34.1％が「増えた／高くなった」

と回答している。「業務量・密度」については、「増えた／高くなった」は 34.1％と高かった。 

 

9.5%

18.6%

28.1%

26.4%

27.2%

42.2%

42.4%

36.6%

20.3%

24.7%

19.0%

21.5%

28.1%

11.5%

8.1%

10.3%

14.0%

1.7%

1.1%

4.0%

0.9%

1.2%

1.2%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

賃金水準

仕事の内容

労働時間

職場の人間関係

労働条件等に関する満足度(n=651)

とても満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 無回答

29.0%

34.1%

25.2%

18.7%

68.4%

61.8%

70.2%

68.5%

2.0%

3.4%

3.8%

12.0%

0.6%

0.8%

0.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場の困難さ・高度化

業務量・密度

責任の度合い

職場のパート比率

パートタイマーを取り巻く環境の変化(n=651)

増えた／高くなった 変わらない 減った／低くなった 無回答
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10 パートタイマーと労働組合 

（10.1）労働組合の有無【従業員調査】 

回答者（n=651）に職場に労働組合があるかを尋ねると、

「ある」が 30.7％、「ない」が 33.8％、「わからない」が

34.9％であった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

（10.2）労働組合への加入状況【従業員調査】 

回答者（n=651）に労働組合に加入しているかを

尋ねると、「加入している」が 11.5％、「加入して

いない」が 62.8％、「わからない」が 15.4％であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

（10.3）労働組合への加入希望【従業員調査】 

労働組合に加入していないと回

答したパートタイマー（n=409）に、

加入できる労働組合があれば加入

したいと思うかを尋ねると、「加入

したい」が 13.9％、「加入したくな

い」が 26.2％、「わからない」が

55.5％であった。 

 
 
 
 
 

ある

30.7%

ない

33.8%

わからない

34.9%

無回答

0.6%

労働組合の有無(n=651)

加入している

11.5%

加入していない

62.8%

わからない

15.4%

無回答

10.3%

労働組合への加入状況(n=651)

加入したい

13.9%

加入したくない

26.2%

わからない

55.5%

その他

2.0%

無回答

2.4%

労働組合への加入希望(n=409)
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11 職業能力の習得 

（11.1）職業能力の習得希望【従業員調査】 

回答者（n=651）に、現在従事している職務に限ら

ず、新たに将来に向けて仕事に関する資格の取得や、

技能やスキルの習得をしたいと思うかを尋ねると、

「思う」が 37.6％、「思わない」が 30.7％であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（11.2）習得を希望する職業能力【従業員調査】 

現在従事している職務に限らず、新たに将来に向けて仕事に関する資格を取得したり、技

能やスキルを習得したいと思うと回答したパートタイマー（n=245）に、どのような資格を取

得したり、技能やスキルを習得したいか（複数回答）を尋ねると、「オフィス系情報処理（MOS

等）関係」が 21.6％と最も高く、次いで、「デジタル（Web デザイン・プログラミング等）関

係」が 21.2％、「医療事務関係」が 16.7％、「保育関係」が 15.1％であった。 

 

5.7%

6.1%

6.9%

2.4%

21.6%

21.2%

6.9%

14.3%

15.1%

16.7%

4.9%

14.3%

2.4%

13.9%

4.5%

10.6%

15.5%

0.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

機械関係

建築・造園関係

電気関係

塗装・印刷関係

オフィス系情報処理（MOS等）関係

デジタル（Webデザイン・プログラミング等）関係

ファッション・デザイン関係

介護関係

保育関係

医療事務関係

営業事務関係

経理事務関係

販売事務関係

調理関係

美容関係

法律関係

その他

無回答

習得を希望する職業能力【複数回答】(n=245)

思う

37.6%

思わない

30.7%

どちらとも

いえない

31.3%

無回答

0.3%

職業能力の習得希望(n=651)
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整備済

67.2%

整備していない

31.6%

無回答

1.2%

カスタマー・ハラスメント相談窓口の整備状況(n=591)

12 ハラスメントに関する相談窓口 

（12.1）ハラスメント相談窓口の整備状況【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、ハラスメントに関する相談窓口等を整

備しているかを尋ねると、すべての項目で「整備済」が８割を超えており、「パワハラの相談

窓口」で 90.7％、「セクハラの相談窓口」で 90.2％であった。 

 
 

 

（12.2）カスタマー・ハラスメント相談窓口の整備状況（東京都カスタマー・ハラスメント防

止条例）【事業所調査】 

パートタイマーを雇用している事業所（n=591）に、カスハラを受けた従業員向けの相談窓

口等を整備しているかを尋ねると、「整備済」が 67.2％、「整備していない」が 31.6％であっ

た。 

  

90.2%

84.9%

90.7%

84.1%

9.3%

14.4%

9.1%

14.6%

0.5%

0.7%

0.2%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

① セクハラの相談窓口

② マタハラ（妊娠、出産等）の相談窓口

③ パワハラの相談窓口

④ 子の養育又は家族の介護

（育児介護休業等）への

ハラスメントの相談窓口

ハラスメント相談窓口の整備状況（ｎ=591)

整備済 整備していない 無回答
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